
 
令和８年度 部活動に係る活動方針  

 
新潟県立出雲崎高等学校  

１  目 標  

（ １ ） 部 活 動 は 学 校 教 育 の 一 環 と し て 実 施 す る 。  
（ ２ ） 余 暇 の 善 用 を 図 り 、 心 身 を 鍛 え 充 実 し た 生 活 を 築 こ う と す る 自 主 的 な 態 度 を

育 て る 。  
（ ３ ）技 術・競 技 力 を 向 上 さ せ る だ け で な く 、個 性 の 伸 長 と 生 涯 教 育 の 一 環 と し て楽

し み な が ら 活 動 す る 面 の 両 立 を 図 る 。  
 

２  本 年 度 の 部 活 動  

（ １ ） 本 年 度 設 置 す る 部 活 動 に つ い て  
 〈 運 動 部 〉  陸 上 競 技 ・ バ ス ケ ッ ト ボ ー ル ・ 卓 球  

 〈 文 化 部 〉  器 楽 ・ 美 術 ・ ボ ラ ン テ ィ ア  
 
（ ２ ） 活 動 時 間 及 び 日 数 に つ い て  

①  活 動 時 間  学 期 中  平 日 ２ ～ ３ 日  

           活 動 時 間  90 分 程 度 （ 練 習 試 合 や 大 会 等 を 除 く ）  

休 日 及 び 長 期 休 業 中  学 期 中 に 準 じ 、１ 日 の 練 習 時 間 は ３ 時 間 程

度 ま で と す る 。 （ 練 習 試 合 や 大 会 等 を 除 く ）  
②  休 養 日   別 紙 「 年 間 活 動 計 画 」 に よ る 。  
③  そ の 他  

 ・ 定 期 考 査 １ 週 間 前 （ 土 日 含 む ） は 部 活 動 を 行 わ な い 。 大 会 等 が あ る 場 合 は   

   校 長 に 相 談 す る 。  

  ・ 学 校 閉 庁 日 は 部 活 動 を 行 わ な い 。  
 
（ ３ ） 大 会 参 加 に つ い て  

部 活 動 と し て 参 加 す る 大 会 は 、 以 下 の 点 に 該 当 す る も の と す る 。  
①  県 高 体 連 ・ 県 高 文 連 （ 定 通 部 ） 主 催 の 大 会 と す る 。  
②  そ の 他 の 大 会 に つ い て は 、校 長 が 許 可 し た 場 合 の み 参 加 を 認 め る（ た だ し 、

生 徒 の 健 康 ・ 学 習 面 に は 十 分 配 慮 す る ） 。  
 
３  部 活 動 運 営 に つ い て  

（ １ ） 体 罰 等 の 禁 止 に つ い て  
   部 活 動 顧 問 等 の 指 導 者 は 、い か な る 理 由 が あ っ て も 、部 活 動 で の 指 導 で 体 罰

等 を 正 当 化 す る こ と は 誤 り で あ り 、 決 し て 許 さ れ な い も の で あ る と の 認 識 を も

ち 、 体 罰 等 の な い 指 導 に 徹 す る 。  
 
（ ２ ） 保 護 者 の 理 解 と 協 力 に つ い て  

保 護 者 の 理 解 と 協 力 を 得 て 活 動 す る 。  


